
2025 年 4 月 1 日改正 
 

比治山大学大学院・比治山大学・比治山大学短期大学部における公的研究費管理・監査及び特定不正行為に対する責任体制 

 

 
 
 

統括管理責任者 

副学長（研究を所掌する） 

コンプライアンス推進責任者 

学部長・研究科長・短大部長 

・園長・事務局長 

研究倫理教育責任者 

学部長・研究科長・短大部長 

・園長 

・最高管理責任者の補佐 
・公的研究費の運営・管理の実質的責任者 
・不正の防止 

・各部局における公的研究費の運営・管理，不正防止の 
実質的責任者 

・コンプライアンス教育 
・研究倫理教育 

・懲戒処分（最高 
管理責任者からの 
上申による） 

研 究 者 

理 事 会 

監
事
・公
認
会
計
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監 

査 
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・研究費申請 
・研究 
・予算管理 

最高管理責任者 

学 長 

 

大学事務局  各課 

・統括 
・公的研究費の運営・管理の最終責任者 
・不正防止計画の策定 
 

設 

置 

不正防止計画推進部署 

・研究支援等 

法人事務局 

人事課 

 

学長課 

 

経理・管財課 

 

 

・調査会事務 
・調査委員会 
 
・通報窓口 
・相談窓口 
・旅費・謝金 
・雇用 

・予算管理 
・支払 
・研究費受払 

・物品調達 
・物品検収 
 
・要綱管理等 

公的研究費調査会 

副学長（研究を所掌する） 

学長が指名する者 

学外有識者 

調査結果報告 
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連携 

調査

→ 

調査委員会 

副学長（研究を所掌する） 

学長が指名する者 

学外有識者 


